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○料金の記載のないものは無料
○受付時間　原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時15分

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール

市からのお知らせ市からのお知らせ
記号の見方

アストプラザオフィス
　222－2525　　222－2526
久居駅前出張所
　259－0377　　259－0388

アストプラザオフィス・
久居駅前出張所
年末年始の休業

収税課
　229－3135　　229－3331

固定資産税・都市計画税の納付
地域医療推進室
　229－3372　　229－3287

１月の献血（400ml）

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

津市プレミアム商品券
取扱店舗の換金期限

都市政策課
　229－3181　　229－3336

都市計画・景観計画の
変更案の縦覧

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334
各総合支所市民福祉課（福祉課）

要介護・要支援認定者の
障害者控除

お知らせ

都市計画

計画名 内　容

景観計画

津都市計画用途
地域の変更

景観計画におけ
る重点地区の指
定（一身田寺内
町地区）

問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

　第３期の納付期限は、12月25
日(金)です。忘れずに最寄りの
金融機関または郵便局、コンビ
ニから納めてください。
　口座振替を利用すると、納め
る手間や納め忘れがなく便利で
す。今、手続きをすると第４期
から口座振替になります。

▶アストプラザオフィス
　(アスト津４階)
休業日　12月29日(火)～１月２
　日(土）
▶久居駅前出張所
　(ポルタひさい１階)
休業日　12月29日(火)～１月３
　日(日）

　津市プレミアム商品券の換金
は平成28年１月18日(月)までに
なります。登録店舗の皆さん
は、換金忘れのないようご注意
ください。

　所得税法や地方税法では、所
得を申告する本人または扶養親
族などが障がい者に該当する場
合、「障害者控除」として一定
額を所得から控除できます。対
象になる人は、一般的に、身体障

害者手帳や精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている人です
が、手帳を持っていなくても、年
齢が満65歳以上で精神または身
体に障がいがあり、要介護・要支
援認定を受けていて、障がいの
程度が各種手帳を交付されてい
る人と同程度とみなされる場合
は控除を受けることができます。
　手帳を持っていない人、また
は障害者手帳などでは判定でき
ない65歳以上の人が控除を受け
る場合は、障害者控除対象認定
書の交付申請が必要です。ただ
し、交付には通常１週間程度か
かり、要介護・要支援認定を受
けていても、必ず障害者控除の
対象になるとは限りません。
　平成27年度の申請は、平成28年
１月４日(月)から受け付けます。
申請者　本人または同居家族(そ
　れ以外の人が申請する場合は
　委任状が必要)
申請に必要なもの
●本人の介護保険証(コピー可)
●申請者の印鑑
●保険証・運転免許証など申請
　者本人を確認できる書類

と　き　１月８日(金)９時～11
　時30分、12時30分～16時
ところ　市本庁舎
対　象　男性17～69歳、女性18
　～69歳で男女とも体重が50㎏
　以上の人
　※65歳以上の
　人は、60～64
　歳の間に献血
　経験がある人

縦覧期間　１月5日(火)～19日(火)
縦覧場所　都市政策課
意見書の提出　縦覧期間中は、住
　民と利害関係人は意見書を提
　出できます。

第11回津シティマラソン大会
に伴う交通規制のお知らせ

　安濃中央総合公園付近
やマラソンコース周辺で
は、車両通行禁止や迂回
などの交通規制を行いま
す。ご迷惑をお掛けしま
すが、ご協力をお願いし
ます。

１月31日■日

う　 かい

９時30分～
　11時30分ごろ

42

653

649

至芸濃IC
明合小

○文

○文

○文

○文

安濃中央
総合公園

ンロード

グ
リ
ー

グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

村主小
曽根橋東詰

安濃橋北詰

明合橋東詰

N

サンヒルズ安濃

安濃
分署

市安濃庁舎

安
濃
川

全面通行止め
片側交通規制
迂回路

当日は、係員の指示
に従って通行してく
ださい

草生小

至津IC

東観中

交通規制
案内図

至
美
里

新津市誕生
10周年記念


